
令和２年４月１６日 

 

全日制課程保護者の皆様 

 

愛知県立古知野高等学校長 川合 貴也  

 

新型コロナウイルス感染症対策 愛知県緊急事態措置に基づく臨時 

休業期間の延長について 

 

陽春の候、保護者の皆様には、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

さて、愛知県教育委員会から４月１０日付けで各県立学校に対し、臨時休業の

期間を５月６日（水）まで延長する旨、通知（下記参照）がありました。 

ついては、下記のとおり対応いたしますので、保護者の皆様の御理解・御協力を

お願いします。 

記 

【４月２０日以降の登校について】 

４月２０日（月） １年生登校 

４月２１日（火） ２・３年生 学年別登校 

４月２７日（月） １年生登校 

４月２８日（火） ２・３年生 学年別登校 

 

 ※ 登校時間等については、後日、本校ホームページにてお知らせします。 

 

記 

＜愛知県教育委員会からの通知（一部抜粋）＞ 

新型コロナウイルス感染症対策 愛知県緊急事態措置に基づく臨時休業期間の延長 

について（通知） 

１ 臨時休業の期間を５月６日（水）までとする。 

ただし、今後の県内の感染状況等を踏まえ変更する場合がある。 

２ 臨時休業中は、以下の点に留意する。 

・登校日については、これまでも必要最小限の範囲で実施するよう通知しているとこ

ろでありますが、今回の緊急事態宣言を踏まえ、より一層適切に対応する。 

・登校日に登校する際には、学年や学級ごとに時差登校や分散登校とし、児童生徒へ

の学習課題の提示や学習状況等の確認を行う。 

・特別支援学校においては、自宅等で過ごすことが難しい児童生徒等については、自

主登校教室の設定など児童生徒の居場所を確保する体制を整え、保護者等との連携

を密にして対応する。なお、実施にあたっては、いわゆる「３つの密」が重なるこ

とがないようより適切に対応する。 

・臨時休業期間中の部活動や補習等については、自粛とする。 

 

 


